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落 札 者 決 定 基 準 及 び 徴 収 書 類 等 

国保中央病院清掃業務委託契約に係る総合評価一般競争入札（簡易型） 

 

令和８年４月１３日 

国保中央病院組合 



    評  価  項  目  詳  細  シ  ー  ト○○○○  （ 別 紙 １ ） 

評価項目 分 類 １ 価格評価 細分類 ― 

評 価 点 総 点 100 個別点 100 

評 

価 

内 

容 

項 目 

①契約の内容に適合した履行及び公正な取引の秩序を確保する観点から、低入

札基準価格を設定する。 

 

（評価点に差がない場合の落札候補者の決定方法） 

①総合評価の結果、評価点に差がなく２者以上の者が落札決定基準に該当する

場合は、くじにより落札者を決定する。 

詳 細 

価格評価点は、予定価格以下の金額で入札を行った者に対して、次に規定する

方法で算出する。 

 

① （－1000×（入札価格／予定価格）＋1000） 

（0.80≦入札額／予定価格≦１の範囲） 

（小数点第２位を四捨五入） 

 

②調査基準価格（予定価格の 95％）以下の入札価格は、低入札価格調査の対象

とし、入札金額に対応する入札金額内訳書により、低入札価格調査を実施す

る。 

 

③低入札基準価格は、当組合が予定価格の算出の基礎となった各費用における

次のアからオに掲げる額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数

を切り捨てた額）の合計額とし、この合計額を超える入札価格について価格

評価点を算出する。 

 ア 直接人件費の額。ただし、現に適用されている最低賃金（最低賃金法

（昭和３４年法律第１３７号）に基づく奈良県最低賃金をいう。）により算

出された額以上とする。 

 イ 定期清掃業務の額。 

ウ 直接物品費の額。 

エ 業務管理費の額に１０分の３を乗じて得た額。 

オ 一般管理費の額に１０分の３を乗じて得た額。 

 

④ ③の合計額に満たない入札価格を提出した者は、失格とする。 

 

⑤ 入札金額が③の合計額を超え、調査基準価格（予定価格の 95％）を下回る

場合は、上限の 100 点とする。 

 

⑥ 価格評価点は、100 点を上限とし、0 点を下限とする。 

提
出
書
類 

入札書 

入札金額内訳書 

加
点
方
法 

上記評価内容及び右記記載の価格評価点算出方法の例示を参照 

評
価
時
確
認

方
法 

 

   

   価格評価点算出方法の例示 

 

￥２００，０００，０００円 

￥１９０，０００，０００円 

￥１６０，０００，０００円 

 

 

入札参加者 価格評価点 備 考 

Ａ ￥220,000,000 （失格） （予定価格超） 

Ｂ ￥200,000,000 0  

Ｃ ￥195,000,000 25  

Ｄ ￥190,000,000 100 （低入札価格調査対象） 

Ｅ ￥180,000,000 100 （低入札価格調査対象） 

Ｆ ￥155,000,000 （失格） （失格基準未満） 

    

 

 

予定価格（例） 

低入札基準価格（例） 

失格基準（例） 

  



    評  価  項  目  詳  細  シ  ー  ト○○○○  
（ 別 紙 ２ ） 

評価項目 分 類 ２ 技術評価項目 細分類 

(1)履行体制 

(2)配置予定者の保有資格 

(3)配置予定者の履行実績 

(4)苦情処理体制 

評 価 点 総 点 76 個別点 35 

評 

価 

内 

容 

項 目 (1)～(4)適正な履行を確保するための業務体制 

詳 細 

(1)～(3)当該施設の仕様に基づく、日常清掃業務・定期清掃業務及びその他の

委託業務に係る作業計画表を作成し、それらの作業計画を実施するための業

務体制（配置予定業務責任者等の資格・経験及び作業員の配置計画）の内容

を評価する。 

 

(4)「苦情処理要領（マニュアル等）」の整備状況を評価する。 

提
出
書
類 

(1)－１「業務実施体制図」（任意様式） 

(1)－２「作業計画表」（任意様式） 

(2)「配置予定業務責任者等の資格・経験」（様式１－１、１－２） 

  （添付書類：本業務に対応する資格証の写し） 

(3)「作業員配置計画書」（任意様式） 

(4)「苦情処理要領」（マニュアル等）（任意様式） 

  要領で規定する報告書、指示書及び結果報告書等を添付すること。 

加
点
方
法 

(1) 本業務の業務実施体制図及び当該施設の仕様、作業計画書に基づき、それらを実施す

るための業務体制（「配置予定業務責任者等の資格・経験及び作業員の配置計画）の内

容を評価する。＜１５点＞ 

 ・適正な履行を確保するための業務計画書及び業務実施体制（配置予定業務責任者等の

資格・経験及び作業員の配置計画等）が作成されている。（１５点） 

 ・適正な履行を確保するための業務計画書及び業務実施体制（配置予定業務責任者等の

資格・経験及び作業員の配置計画等）作成の上でさらに工夫が必要である。（８点） 

 

(2) 配置予定業務責任者等の資格・経験の内容＜１０点＞ 

 ①病院清掃受託責任者資格者数 

  ・２名以上：５点  ・１名：３点 

 ②ビルクリーニング技能士の人数 

・２名以上：５点  ・１名：３点 

 

(3) 配置予定者数のうち、病院清掃経験が２年以上ある者が半数以上の場合：１０点 

 

(4) 「苦情処理要領（マニュアル等）」の整備あり：５点 

評
価
時
確
認
方
法 

(1)～(3) 各業務ごとの仕様及び作業計画書に基づき、「配置予定業務責任者等の資格・経

験」、「作業員配置計画書」により確認を行う。作業計画書の作成にあたっては、「作業

計画業の作成例」（参考様式２）を参考に、各企業ごとに作成（Ａ４版）すること。 

・資格者証の写しにより確認を行う。 

 

(4) 各種業務マニュアルの提出により確認を行う。 

苦情処理要領（マニュアル等）及び所定様式（要領で規定する報告書、指示書及び結果

報告書等）の添付により確認を行う。 

履
行
担
保 

方
法 

(1)～(3) 「業務実施体制図」、「作業計画表」、「配置予定業務責任者等の資格・経験」、

「作業員名簿」、「作業計画書」は仕様書に規定されたものとみなす。 

 

(4) 苦情処理要領（マニュアル等）は仕様書に規定されたものとみなす。 

契
約
期
間
中 

確
認
方
法 

(1)～(3) 日常の履行検査により確認を行う。 

 

(4) 当該業務の履行期間中に苦情処理等を行う必要が生じた際は、受注者より対応結果を

報告させ、苦情処理要領（マニュアル等）に則った処理がなされたかについて確認を行

う。 

注 

意 

事 

項 

(1)～(3)・「配置予定業務責任者等の資格・経験」「作業員配置計画書」の提出があった場

合においても、「業務実施体制図」「作業計画表」の提出がない場合及び「作業計画

表」の提出があった場合においても作業内容等の確認が行えないもの（当該業務に直

接関連しない作業内容）、あるいは不明瞭な内容（仕様に基づく業務を加味していな

い内容）のものは評価点を０点とする。 

 ・病院清掃経験者は正規・非正規等の雇用形態を問わない。 

 

(4) 苦情処理要領（マニュアル等）が不明瞭（役割分担、報告・指示及び結果報告系統、

伝達方法等が明記されていないもの）なものは評価点を０点とする。 

配
布
資
料
等 

・(1)－１「業務実施体制図」（任意様式） ※参考様式１を参照 

・(1)－２「作業計画表」（任意様式） ※参考様式２を参照 

・(2)「配置予定業務責任者等の資格・経験」（様式１－１、１－２） 

・(3)「作業員配置計画書」（任意様式） ※参考様式３を参照 

・「業務実施体制図」参考様式１ 

・「作業計画表」参考様式２ 

・「作業員配置計画書」参考様式３ 

※専任支援者の場合は、その旨を役職名欄に記入すること。 

そ 

の 

他 

・当該業務を契約する場合には、「配置予定業務責任者等の資格・経験（様式３）」で届出

た者を専任で配置しなければならない。ただし、その者が退職、病気等、やむを得ない

理由により、あらかじめ当組合の承諾を得た場合には、変更することができる。この場

合においては、変更しようとする業務責任者等は、当初に配置予定者として届出た者と

同等以上の資格・経験を有していると、当組合が認めた場合に限る。 

 



    評  価  項  目  詳  細  シ  ー  ト○○○○  
（ 別 紙 ３ ） 

評価項目 分 類 ２ 技術評価項目 細分類 (5)同種の履行実績 

評 価 点 総 点 76 個別点 5 

評 

価 

内 

容 

項 目 同種の履行実績 

詳 細 過去５年間の病院清掃業務を含む業務委託契約の実績を評価する。 

提
出
書
類 

実績調書（様式第３号） 

※入札参加資格審査申請時に提出いただくため、提案書等として提出いただく必要はあり

ません。 

加
点
方
法 

病床数１５０床以上の病院において、過去５年間（令和３年４月１日から令和８年３月３

１日まで）に清掃業務を受託し、１２ヶ月以上継続して誠実に履行した実績を評価する。

＜５点＞ 

１５０床以上の病院で１２ヶ月以上継続した実績件数 

・３件以上：５点 

・２件  ：３点 

・１件  ：１点 

評
価
時
確
認
方
法 

入札参加資格審査申請時に提出された実績調書（様式第３号）により確認を行う。 

履
行
担
保 

方
法 

・評価時のみの確認のため、特に担保は不要。 

契
約
期
間
中 

確
認
方
法 

・評価時のみの確認のため、特に担保は不要。 

注 

意 

事 

項 

対象となる契約 

・過去５年間（令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで）に履行が完了している病

床数１５０床以上の病院における清掃業務を評価対象とする。 

・１２ヶ月以上継続して履行した実績を評価対象とし、契約形態は複数年契約、単年契約

の別を問わない。 

・契約期間が１年以上であり、その履行が完了していること。但し、契約期間が複数年の

場合は、その内、１年以上履行が完了していること。 

・実績の対象となる契約は、官公庁または民間の発注を問わない。 

・同一の施設で分割発注し、それぞれ別途に契約している場合は、各々１件の契約とす

る。 

配
布
資
料
等 

実績調書（様式第３号） 

そ 

の 

他 
 

 



    評  価  項  目  詳  細  シ  ー  ト○○○○  （ 別 紙 ４ ） 

評価項目 分 類 ２ 技術評価項目 細分類 (6)衛生的環境の確保 

評 価 点 総 点 76 個別点 5 

評 

価 

内 

容 

項 目 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録 

詳 細 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録実績を評価する。 

提
出
書
類 

建築物清掃業及び建築物環境衛生総合管理業の登録証明書 

加
点
方
法 

建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録実績を評価する。＜５点＞ 

 ・建築物清掃業及び建築物環境衛生総合管理業に登録：５点 

 ・建築物清掃業または建築物環境衛生総合管理業のいずれか１つに登録：３点 

評
価
時
確
認
方
法 

建築物清掃業及び建築物環境衛生総合管理業の登録証明書で確認を行う。 

履
行
担
保 

方
法 

・評価時のみの確認のため、特に担保は不要。 

契
約
期
間
中 

確
認
方
法 

・評価時のみの確認のため、特に担保は不要。 

注 

意 

事 

項 

・本項目に係る書類提出時において取得済みであるものを評価し、申請中の者は評価点を

０点とする。 

配
布
資
料
等 

 

そ 

の 

他 
 

 



    評  価  項  目  詳  細  シ  ー  ト○○○○  
（ 別 紙 ５ ） 

評価項目 分 類 ２ 技術評価項目 細分類 (7)研修体制 

評 価 点 総 点 76 個別点 5 

評 

価 

内 

容 

項 目 研修制度等の設置 

詳 細 

① 過去１年間の研修実施の有無及び研修内容を評価する。 

② 契約期間中の適正な履行を確保するための研修計画の有無及び研修内容を評

価する。 

提
出
書
類 

①研修実施報告書（様式２－１） 

②研修実施計画書（様式２―２） 

加
点
方
法 

①過去１年間（令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで）に実施した研修の研修実

施報告書（様式２－１）に基づく実施状況及び研修内容を総合的に評価する。＜２．５

点＞ 

・個人情報保護に関する研修    ０．５点 

・従業員対象の接遇・マナー研修  ０．５点 

・人権研修            ０．５点 

・安全管理研修          ０．５点 

・病院清掃作業に係る研修     ０．５点 

 

②契約期間中の適正な履行を確保するための、研修実施予定状況及び研修内容を研修実施

計画書（様式２－２）に基づき総合的に評価する。＜２．５点＞ 

・個人情報保護に関する研修    ０．５点 

・従業員対象の接遇・マナー研修  ０．５点 

・人権研修            ０．５点 

・安全管理研修          ０．５点 

・病院清掃作業に係る研修     ０．５点 

評
価
時
確
認
方
法 

①研修実施報告書（様式２－１）及び当該研修の受講修了証と研修レジュメ等により確認

を行う。 

 →受講修了証（修了証等が発行されていない場合は受講者名簿で可）及び研修レジュメ

（市販の冊子等を使用された場合は表紙と目次のみを提出）等を別途添付してくださ

い。（添付がない場合は評価の対象としません。） 

 

②研修実施計画書（様式２－２）により確認を行う。 

 →予定している研修レジュメ等を添付してください。 

履
行
担
保 

方
法 

②研修実施計画は、仕様書に規定されたものとみなす。 

契
約
期
間
中 

確
認
方
法 

②研修実施後は、研修実施報告書（様式２－１を複製して使用）により報告を求め、受講

修了証及びレジュメ等により確認を行う。 

※②の研修実施報告書は、研修実施計画書（様式２－２）に基づいて、研修実施報告書

（様式２－１を複製して使用）を別用紙にして提出してください。 

注 

意 

事 

項 

・研修内容等の確認が行えないもの、あるいは不明瞭な内容（明らかに実現性がない内

容）のものは評価をしない。 

・警備業法に基づく法定研修は、評価の対象としない。 

・企業独自の研修、認定期間への研修派遣は問わない。 

・人権研修には平成２８年４月１日に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に

関する法律」の理解に関する研修も含まれる。 

配
布
資
料
等 

・①研修実施報告書（様式２－１） 

・②研修実施計画書（様式２－２） 

そ 

の 

他 
 

 



    評  価  項  目  詳  細  シ  ー  ト○○○○  
（ 別 紙 ６ ） 

評価項目 分 類 ２ 技術評価項目 細分類 (8)品質保証への取組 

評 価 点 総 点 76 個別点 5 

評 

価 

内 

容 

項 目 品質ＩＳＯ等認証への取組 

詳 細 品質ＩＳＯ及び医療関連サービスマーク（院内清掃業務）の取得状況 

提
出
書
類 

品質ＩＳＯ登録証及び医療関連サービスマーク（院内清掃業務）の認定書 

加
点
方
法 

品質ＩＳＯ等の取組状況を評価する。＜５点＞ 

 

・ＩＳＯ９００１及び医療関連サービスマーク（院内清掃業務）を取得している：５点 

 

・ＩＳＯ９００１又は医療関連サービスマーク（院内清掃業務）いずれかを取得してい

る：３点 

評
価
時
確
認
方
法 

ＩＳＯ９００１の登録証及び医療関連サービスマーク（院内清掃業務）の認定書で確認を

行う。 

履
行
担
保 

方
法 

・評価時のみの確認のため、特に担保は不要。 

契
約
期
間
中 

確
認
方
法 

・評価時のみの確認のため、特に担保は不要。 

注 

意 

事 

項 

本項目に係る書類提出時において取得済みであるものを評価し、申請中の者は評価点を０

点とする。 

配
布
資
料
等 

 

そ 

の 

他 
 

 



    評  価  項  目  詳  細  シ  ー  ト○○○○  
（ 別 紙 ７ ） 

評価項目 分 類 ２ 技術評価項目 細分類 (9)自主検査体制 

評 価 点 総 点 76 個別点 6 

評 

価 

内 

容 

項 目 自主検査体制 

詳 細 当該業務における自主検査計画を評価する。 

提
出
書
類 

・当該業務における自主検査計画書（任意様式） 

・建築物清掃管理評価資格者（インスペクター）の資格証書の写し 

加
点
方
法 

本件業務における自主検査計画書の有無、内容及び体制＜６点＞ 

 

・本件業務に対する独自の「自主点検・評価」、建築物清掃管理評価資格者（インスペク

タ―）による「自主点検・評価」体制の計画がある：６点 

 

・本件業務に対する独自の「自主点検・評価」体制がある：３点 

評
価
時
確
認
方
法 

当該業務における自主検査計画書、建築物清掃管理評価資格者（インスペクタ―）の資格

証書により確認を行う。 

履
行
担
保 

方
法 

自主検査計画に関する企画提案の内容は仕様書に規定されたものとみなす。 

契
約
期
間
中 

確
認
方
法 

所定の時期に自主検査報告を書面で求める。また、必要の都度、自主検査結果に伴う改善

指示及び改善結果について書面で報告を求め、企画提案のあった自主検査体制が機能して

いるかを確認する。 

注 

意 

事 

項 

自主検査計画書の提出があった場合においても、確認が行えない内容（当該業務に関連の

ない自主検査計画）のもの、あるいは不明瞭な内容（明らかに実行性がないもの）のもの

は評価点を０点とする。 

配
布
資
料
等 

 

そ 

の 

他 
 

 



    評  価  項  目  詳  細  シ  ー  ト○○○○  
（ 別 紙 ８ ） 

評価項目 分 類 ２ 技術評価項目 細分類 (10)経営状況 

評 価 点 総 点 76 個別点 5 

評 

価 

内 

容 

項 目 経営状況 

詳 細 過去３年間の経営状況を評価する。 

提
出
書
類 

直近決算時から３年間の貸借対照表及び損益計算書 

加
点
方
法 

直近決算時から３年間の経営状況＜５点＞ 

・直近決算時から３年間全て経常利益がプラス：５点 

・直近決算時から３年間のうち、１～２年のみ経常利益がプラス：３点 

・直近決算時から３年間全て経常利益がマイナス：０点 

評
価
時
確
認
方
法 

直近決算時から３年間の貸借対照表及び損益計算書で確認を行う。 

履
行
担
保 

方
法 

・評価時のみの確認のため、特に担保は不要。 

契
約
期
間
中 

確
認
方
法 

・評価時のみの確認のため、特に担保は不要。 

注 

意 

事 

項 

 

配
布
資
料
等 

 

そ 

の 

他 
 

 



    評  価  項  目  詳  細  シ  ー  ト○○○○  
（ 別 紙 ９ ） 

評価項目 分 類 ２ 技術評価項目 細分類 (11)就業規則 

評 価 点 総 点 76 個別点 5 

評 

価 

内 

容 

項 目 就業規則 

詳 細 就業規則の整備状況を評価する。 

提
出
書
類 

就業規則（任意様式） 

加
点
方
法 

就業規則の整備状況＜５点＞ 

 

・就業規則が整備されている：５点 

評
価
時
確
認
方
法 

就業規則の内容について、労働関係法令その他の関係法令に違反する内容が含まれていな

いか確認する。また、必要に応じて、当組合のヒアリングを行う。 

履
行
担
保 

方
法 

・評価時のみの確認のため、特に担保は不要。 

契
約
期
間
中 

確
認
方
法 

・評価時のみの確認のため、特に担保は不要。 

注 

意 

事 

項 

・就業規則が整備されているにもかかわらず提出を失念していた場合は、就業規則が整備

されていないものとみなす。 

 

・提出された就業規則に虚偽の記載がある場合、又は労働関係法令その他の関係法令に違

反する内容が含まれていると認められる場合は、当該評価項目については評価しないも

のとする。 

配
布
資
料
等 

 

そ 

の 

他 
 

 



    評  価  項  目  詳  細  シ  ー  ト○○○○  
（ 別 紙 １０ ） 

評価項目 分 類 ３ 企業体制評価項目 細分類 (1)営業拠点の所在地 

評 価 点 総 点 24 個別点 5 

評 

価 

内 

容 

項 目 営業拠点の所在地 

詳 細 県又は同一市町村内における実質の伴った営業拠点の所在の有無を評価する。 

提
出
書
類 

営業所一覧表（任意様式） 

加
点
方
法 

県又は同一市町村内における実質の伴った営業拠点の所在の有無＜５点＞ 

 

・県又は同一市町村内において実質の伴った営業拠点がある：５点 

評
価
時
確
認
方
法 

営業所一覧表（任意様式）により確認を行う。 

履
行
担
保 

方
法 

・評価時のみの確認のため、特に担保は不要。 

契
約
期
間
中 

確
認
方
法 

・評価時のみの確認のため、特に担保は不要。 

注 

意 

事 

項 

 

配
布
資
料
等 

・「営業所一覧表」（任意様式） ※参考様式４を参照 

そ 

の 

他 
 

 



    評  価  項  目  詳  細  シ  ー  ト○○○○  
（ 別 紙 １１ ） 

評価項目 分 類 ３ 企業体制評価項目 細分類 (2)災害時の業務体制 

評 価 点 総 点 24 個別点 6 

評 

価 

内 

容 

項 目 災害時における業務の執行体制 

詳 細 

①災害時等に契約業務を適正に執行するための交通手段や人員確保等の社内体

制、災害時の事業継続計画（ＢＣＰ）等緊急時の対応マニュアル策定状況や

その内容を評価する。 

 

②社屋や営業所の耐震性、災害時の帰宅困難者を留め置くための場所の確保や

物資の備蓄など、防災・減災に取り組んでいる事項を評価する。 

提
出
書
類 

①災害時等の業務執行体制等報告書（様式３－１） 

②防災・減災に関する取り組み事項報告書（様式３－２） 

加
点
方
法 

①災害時、又は公共交通機関が停止した場合等において、契約業務を適正に執行するた

め、交通手段の確保や代替人員の確保等、緊急時に業務を適正に執行するための社内体

制の整備状況、災害時における事業継続計画（ＢＣＰ）等緊急時の対応マニュアルの策

定状況やその内容を評価する。＜３点＞ 

 

②事業者として、災害時に社会的責任を果たせるよう準備をしているか、また、その内容

を評価する。＜３点＞ 

評
価
時
確
認
方
法 

①報告書の内容に基づき、災害時、又は公共交通機関が停止した場合等において、契約業

務を適正に執行するため、交通手段の確保や代替人員、資機材の確保等、緊急時に業務

を適正に執行するための社内体制が確保されているか、その有効性・実現性を確認する

ため事業継続計画（ＢＣＰ）等の策定状況を確認するとともに根拠資料の提出を求め

る。また、必要に応じて、当組合のヒアリングを行う。 

 

②報告書の内容に基づき、社屋・営業所の耐震性、災害時の帰宅困難者を留め置くための

場所の確保や物資の備蓄など、防災・減災に取り組んでいる内容を確認する。また、必

要に応じて、当組合のヒアリングを行う。 

履
行
担
保 

方
法 

・評価時のみの確認のため、特に担保は不要。 

契
約
期
間
中 

確
認
方
法 

・評価時のみの確認のため、特に担保は不要。 

注 

意 

事 

項 

※左記の「提出書類」に規定された資料が適正に提出された事業者を対象に評価を行う。 

配
布
資
料
等 

① 災害時等の業務執行体制等報告書（様式３－１） 

② 防災・減災に関する取り組み事項報告書（様式３－２） 

そ 

の 

他 

 

 



    評  価  項  目  詳  細  シ  ー  ト○○○○  
（ 別 紙 １２ ） 

評価項目 分 類 ３ 企業体制評価項目 細分類 (3)子育て支援 

評 価 点 総 点 24 個別点 5 

評 

価 

内 

容 

項 目 過去３年間における育児休暇への取組み 

詳 細 男性の育児休業取得の取り組みを評価する。 

提
出
書
類 

・男性労働者の育児休業取得状況報告書（様式４） 

 

（当組合が提出を求めた場合） 

男性労働者の育児休業取得率の算定に用いた根拠資料 

加
点
方
法 

下記により男性の育児休業取得率を算出し、取得率に応じて加点する＜５点＞ 

 

男性の育児休業取得率（％）＝「育児休業をした男性労働者数」÷「配偶者が出産した男

性労働者数」×100 

 

・男性の育児休業取得率：８５％以上（５点） 

 

・男性の育児休業取得率：５０％以上８５％未満（３点） 

評
価
時
確
認
方
法 

男性労働者の育児休業取得状況報告書（様式４）により確認する。 

当組合が根拠資料の提出を求めた場合には、男性の育児休業取得率算定に用いた根拠資料

により確認を行う。 

履
行
担
保 

方
法 

・評価時のみの確認のため、特に担保は不要。 

契
約
期
間
中 

確
認
方
法 

・評価時のみの確認のため、特に担保は不要。 

注 

意 

事 

項 

 

配
布
資
料
等 

・男性労働者の育児休業取得状況報告書（様式４） 

そ 

の 

他 
 

 



    評  価  項  目  詳  細  シ  ー  ト○○○○  
（ 別 紙 １３ ） 

評価項目 分 類 ３ 企業体制評価項目 細分類 (4)継続雇用 

評 価 点 総 点 24 個別点 4 

評 

価 

内 

容 

項 目 既雇用者に対する継続雇用 

詳 細 

既に雇用されている従事者（本業務で評価対象となった新規雇用予定者以外の

者をいう。本項目において「既雇用者」という。）に対する継続雇用促進に対す

る提案を評価する。 

提
出
書
類 

既雇用者の継続雇用促進に関する提案書（様式５） 

加
点
方
法 

既雇用者に対する継続雇用の意思を評価する。＜４点＞ 

 

・詳細については、「既雇用者の継続雇用促進に関する提案書」（様式５）を参照のこと。 

評
価
時
確
認
方
法 

・既雇用者の継続雇用促進に関する提案書（様式５）により確認（必要に応じ当組合のヒ

アリング結果も含め）を行う。 

履
行
担
保 

方
法 

提案のあった内容は、必要に応じて、労働条件通知書等雇用契約がわかる書類で確認を行

うとともに、当組合によりヒアリングを行う。 

契
約
期
間
中 

確
認
方
法 

提案のあった内容は、必要に応じて、労働条件通知書等雇用契約がわかる書類で確認を行

うとともに、当組合によりヒアリングを行う。 

注 

意 

事 

項 

※ 評価の対象者に対する、業者間の雇用引継ぎについて 

・今回の総合評価入札において、期雇用者については、可能な限り雇用継続に努めるこ

と。 

・必要に応じ、当組合によるヒアリングを行うことがあります。 

配
布
資
料
等 

・①既雇用者の継続雇用促進に関する提案書（様式５） 

・労働条件通知書 ※厚生労働省ダウンロードコーナーを参照 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudo

ukijun/roudoukijunkankei.html 

そ 

の 

他 
 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudoukijunkankei.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudoukijunkankei.html


    評  価  項  目  詳  細  シ  ー  ト○○○○  
（ 別 紙 １４ ） 

評価項目 分 類 ３ 企業体制評価項目 細分類 (5)障害者雇用 

評 価 点 総 点 24 個別点 4 

評 

価 

内 

容 

項 目 障害者雇用率 

詳 細 

①常用雇用労働者数が、４０人以上の事業者 

 障害者雇用状況報告書（公共職業安定所）にて、「令和７年６月１日現在」に

おける障害者雇用率（小数点第２位未満四捨五入）を評価する。 

②常用雇用労働者数が、４０人未満の事業者 

 障害者雇用状況報告書（様式６）にて「令和７年６月１日現在」における障

害者雇用率（小数点第２位未満四捨五入）を評価する。 

提
出
書
類 

以下のいずれかを提出すること。 

・障害者雇用状況報告書（公共職業安定所）（令和７年） 

・障害者雇用状況報告書（様式６）（令和７年） 

 下記の※の注意事項を参照のこと 

加
点
方
法 

障害者雇用の実績を評価する観点から、雇用率は未達成であるが令和７年障害者雇用状況

集計結果（厚生労働省調べ）における実雇用率１．００％以上（小数点第２位未満四捨五

入）を配点対象に加え、障害者雇用の実態を評価する。＜４点＞ 

※障害者雇用状況報告書が未提出の場合における当該年の障害者雇用率は０％とみなす。 

※平均雇用率が４．００％以上５．５０％未満の場合は、評価は３点とする。２．５０％

以上４．００％未満の場合は、評価は２点とする。１．００％以上２．５０％未満の場

合は、評価は１点とする。１．００％未満の場合は０点とする。 

※５．５０％以上は４点とする。 

※法定雇用率が障害者雇用の指標となっていることから、雇用者数は加点対象としない。 

 

障害者雇用率 配点 

1.00％未満 ０点 

1.00％以上 2.50％未満 １点 

2.50％ 法定雇用率 ２点 

2.50％以上 4.00％未満 ２点 

4.00％以上 5.50％未満 ３点 

5.50％以上 ４点 
 

評
価
時
確
認
方
法 

・障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第８条で規定する障害者雇用状況報告書

（公共職業安定所）（令和７年６月１日現在のもの）により確認。 

・障害者雇用状況報告書（様式６）（令和７年６月１日現在のもの）により確認。 

履
行
担
保 

方
法 

・評価時のみの確認のため、特に担保は不要。 

契
約
期
間
中 

確
認
方
法 

・評価時のみの確認のため、特に担保は不要。 

注 

意 

事 

項 

障害者雇用状況報告書（公共職業安定所） 

 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則（昭和５１年９月３０日労働省令第３８

号）第８条で規定する「障害者雇用状況報告書（令和７年６月１日現在のもので、所管

する公共職業安定所の受付印があるものに限る）」の写しを提出すること。 

配
布
資
料
等 

・障害者雇用状況報告書（様式６） 

・障害者雇用率制度について 

厚生労働省障害雇用率、障害者雇用納付金などについて（事業主の方へ）を

参照 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/

jigyounushi/page10.html 

そ 

の 

他 
・常用雇用労働者とは、雇用期間の定めがなく雇用されている労働者及びいっていの雇用

期間を定めて雇用されている労働者であって、その雇用期間が反復更新され、雇入れの

時から１年を超えて雇用されると見込まれる労働者をいう。 

 

・常用雇用労働者数とは、障害者雇用状況報告書（障害者の雇用の促進等に関する法律施

行令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定

める様式（昭和５１年労働省告示第１１２号）第４条の規定による障害者雇用状況報告

書をいう。以下同じ。）のＢ雇用の状況⑧法定雇用障害者の算定の基礎となる労働者の

数。 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10.html

